
陳 情 文 書 表

受 理 番 号 陳 情 第 1 2 2 号 

件   名 陳情処理の是正について 

要   旨

現在の陳情処理につきましては，議会運営委員会において審理

され，各委員会に付託の是非を論じておられますが，陳情につき

ましては陳情の趣旨により各委員会に付託され，そこで賛否の御

決定をしていただきたく陳情いたします。 

付   託 

年月日

委員会

平成 29 年３月７日  議会運営委員会 

受   理 平成 29 年２月 21 日  第７００号 


